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出雲農業振興地域整備計画の見直しについて 

 
 

１ 農業振興地域制度とは 
  （農業振興地域の整備に関する法律 昭和４４年７月１日法律第 58号） 

 

 農業振興地域制度は、市町村の農業の振興をどのように図っていくかのマス

タープランであり、基盤整備・施設整備・生活基盤整備等を行うことで農業の

振興を図るものです。農林水産省所管の農業関連施策は、農振農用地区域で実

施しています。 

 

出雲農業振興地域整備計画農用地面積の状況 
 

 令和 2年 9月末時点 

農業振興地域 54,050ha 

うち農用地区域 9,176ha 

 

 

            農業振興地域 
 

    長期にわたり総合的に農業振興を図る地域 
 

           農 用 地 区 域 
 
   農業上の利用を図るべき土地の区域 
   〇農地…田、畑、樹園地 
   〇農業用施設用地 
   〇採草放牧地 外 
 

農 振 白 地 地 域 
 

 

農業振興地域外 
 
農業振興地域に含まない土地 

     都市計画用途地域 外 
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２ 整備計画の変更の必要性 
 

農業振興地域の整備に関する法律では、概ね５年毎に基礎調査を行い、その

結果必要に応じて整備計画を見直すことになっています。 

本市は平成２４年度に計画変更を行っており、７年目の令和元年度に基礎調

査を実施しました。 

基礎調査に基づき「出雲農業振興地域整備計画」の見直しを行うことと
しています。 
 

・整備計画の見直しの状況 

 

３ 計画変更の主なポイント  
 
 ①除外について  

・斐川町直江  農用地３．３ha 山林等８．０ha （斐川新工業団地） 

 ②編入について 

・湖陵町畑村   農用地０．４３ha 農業施設０．０２ha 

 ③今後おおむね１０年間に行う基盤整備の計画等による見直し。 

   

４ 今後のスケジュール（予定） 
 

計画変更（案）島根県事前協議      1月上旬 
            ↓ 
計画変更（案）公告縦覧         1月下旬～2月下旬（30日間） 
異議申立期間              2月下旬～3月上旬（15日間） 
            ↓ 
計画変更（案）島根県本協議       3月中旬 
            ↓ 
計画変更（案）島根県同意        3月中旬 
            ↓ 
計画変更   決定公告          3月下旬 

旧 自 治 体 名 称 旧出雲市 旧平田市 旧佐田町 旧多伎町 旧湖陵町 旧大社町 旧斐川町 

地 域 指 定 年 度 Ｓ４５ Ｓ４４ Ｓ４７ Ｓ４８ Ｓ４４ Ｓ４６ Ｓ４４ 

計 画 策 定 年 度 Ｓ４９ Ｓ４７ Ｓ４９ Ｓ４９ Ｓ４７ Ｓ４９ Ｓ４６ 

計 画 見 直 し 年 度 

Ｓ５４ Ｓ６１ Ｓ６１ Ｓ６３  Ｓ６１ Ｓ５２ 

Ｈ８ Ｈ８     Ｓ５６ 

      Ｈ４ 

      Ｈ６ 

      Ｈ１２ 

      Ｈ１６ 

Ｈ１９  

Ｈ２４ 

Ｒ２（今回の見直し） 
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